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監査公表第１１号 

 

 令和３年度包括外部監査の結果に基づく措置について、新潟市長から通知がありましたので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により以下のとおり公表します。 

 

令和６年１２月２６日 

 

新潟市監査委員  古 俣 誉 浩 

   同     伊 藤 秀 夫 

  同     飯 塚 孝 子 

 同     深 谷 成 信 

 

令和３年度包括外部監査テーマ 

「教育委員会及び市立学校における事務の執行について」 

 

新潟市長が講じた措置 

監査結果
報告書
の 頁 

担当部署 指摘事項等 
措置内容等 

第１回 第２回 第３回 
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学務課 

第２ 児童・生徒

に対する経済的・

教育的支援 

１ 児童・生徒に

対する経済的支援 

 

指摘 11 滞納奨学

金の法的回収の不

実施 

  

奨学金の延滞債

権について、文書

や電話による催告

を繰り返すのみで

あり、必要な法的

回収手段が講じら

れていない。徴収

停止や履行期限の

延長等をせずに漫

然と文書や電話に

よる催告を繰り返

すのではなく、民

事訴訟や支払督促

等が相応しい事案

については、納税

課債権管理室の支

援を受けつつ、積

極的に法的回収手

段を講じるべきで

ある。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞納奨学金の回収に

ついて、納税課債権管

理室から支援を受ける

などして、効果的な回

収に取り組んでいきま

す。 

 

【検討中】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税課債権管理室か

ら支援を受けながら、

高額滞納者に対して、

資産などの情報を収集

して弁済能力がある

か、令和 5 年 10 月に

把握しました。今後

は、その情報を基に、

積極的に債権回収を進

めます。 

 

【検討中】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民票の写しを請求

し、住所が判明した高

額滞納者に督促状を送

付したところ、一部の

滞納者から納付があり

ました。 

今後も、納税課債権

管理室の支援を受けな

がら、延滞債権の回収

に努めます。 

 

【措置済み】 
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学務課 

第２ 児童・生徒

に対する経済的・

教育的支援 

１ 児童・生徒に

対する経済的支援 

 

指摘 12 奨学金の

連帯保証人要件の

確認不足 

 

奨学金の連帯保

証人について定め

られている要件の

うち、一般的に連

帯保証人の申告に

よらなければ把握

できないものにつ

いて、その確認が

十分になされてい

ない実情が見受け

られた。連帯保証

人に自ら要件を充

足することを誓約

書等において表明

保証させるような

仕組みとすること

が考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連帯保証人の要件に

ついては、奨学金貸与

の障壁とならないよ

う、国や県の状況を踏

まえ内容を検討してい

ます。 

要件を変えない場

合、当市が確認できな

い内容について誓約書

等で表明させることを

検討します。 

 

【検討中】 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓約書において、

「連帯保証人の要件を

満たしている」ことを

表明する旨の記載を令

和 6 年度から追加しま

す。 

 

【検討中】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 3 月に「新

潟市奨学金条例施行規

則に規定する様式を定

める要綱」を改正し、

「様式第４号 誓約

書」に「連帯保証人の

要件を満たしている」

ことを表明する旨の記

載を追加しました。 

 
【措置済み】 
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学務課 

第２ 児童・生徒

に対する経済的・

教育的支援 

１ 児童・生徒に

対する経済的支援 

 

指摘 13 奨学金の

返還猶予事由の確

認不足 

 
奨学金の返還猶

予事由該当性の確
認が不足している
事例が見受けられ
た。具体的には、
失業の場合におけ
る世帯の総収入額
が生活保護基準以
下であることの確
認がなされた事実
が書類上確認でき
なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失業により本人の収

入が下がることは明ら

かであり、また、返還

猶予という性質や猶予

期間が通算3年以内で

あることを踏まえ、世

帯総収入額の確認が必

要であるか検討してい

ます。 

 
【検討中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失業により本人の収

入が下がっているこ

と、失業の場合の返還

猶予の期間は通算 3 年

以内と限定しているこ

とから、雇用保険受給

資格者証の写しなどの

提出があれば猶予を認

定することに、令和 6

年度から見直します。 

 
【検討中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 3 月に「奨

学金返還猶予取扱要

領」を改正し、雇用保

険受給資格者証の写し

などの提出があれば、

猶予を認定することに

見直しました。 

 
【措置済み】 
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保健給

食課 

第５ 保健・学校  
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 給食 

２ 学校給食 

 

指摘 40 学校給食

費の未納対応の不

備 

 
新潟市における

学校給食費の未納
児童・生徒数や未
納金額の推移は概
ね横ばいであり、
未納率は政令市で
最も少ない水準に
ある。学校給食費
未納対策事業とし
て、保護者からの
食材費未納分につ
いて新潟市が公費
で食材業者に直接
支払って補てんす
る事業を行ってい
る。後日、学校が
未納給食費を保護
者から回収した場
合には、補てん額
を公費に返還す
る。支払能力のあ
る未納保護者に対
しては、最終的に
は、民事訴訟法に
基づき、新潟市が
原告となり「支払
督促」制度を活用
した法的措置を行
うこととされてい
るが、平成29年度
以降は法的措置の
実績はなく、法的
回収手段を実施す
るための体制が十
分に整っていると
は言えない実情に
ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公会計化にあたり、

債権の引き継ぎも想定

されることから、学校

給食費の公会計化への

移行準備を進めるなか

で、体制の整備につい

ても検討していきま

す。 

 

【検討中】 
 

 

 

 

 

 

 

 

学校では、公会計化

に向けて債権の整理や

日々の回収に努めてい

ます。 

公会計化にあたって

は、債権を市に引き継

ぐ予定です。市の債権

管理のルールに則っ

て、対応していきま

す。 

 

【検討中】 
 

 

 

 

 

 

 

 

学校では、公会計化

に向けて債権の整理や

日々の回収に努めてい

ます。 

現在、公会計化にあ

たり、一定の条件の

下、債権を市に引継ぐ

予定としており、整

理・引継ぎの基準及び

その具体的な方法と、

公会計化移行後の債権

管理の具体的な方法及

びその体制について検

討しています。 

 

【検討中】 
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保健給

食課 
 

第５ 保健・学校

給食 

２ 学校給食 

 

指摘 41 長期間に

わたる一者随意契

約 

 

新潟市中学校ス

クールランチ事業

調理配送業務委託

（A・B・C ブロッ

ク）、新潟市立高

 

 

 

 

 

 

 

 

公会計化への移行準

備を進めるなかで、他

社の参入機会について

も検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校給食の見直し

にあたり、プロポーザ

ル方式などによる他者

の参入機会も含めて検

討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校給食の見直し

にあたり、令和 7 年度

以降の事業者との契約

は 8 年とし、プロポー

ザル方式で選定しまし
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志中等教育学校ス

クールランチ調理

等業務委託につい

て、極めて長期間

にわたり一者随意

契約が継続されて

いる（前者は平成

15 年から、後者は

平成21年から業務

委託を開始）。一

者随意契約とする

相応の理由がある

としても、それが

長期間にわたり半

永久的となってし

まうことは適当で

はないので、一定

の時点をもって他

者の参入機会が検

討されるべきであ

る。 
 

【検討中】 
 

 

【検討中】 
 

た。 

 
【措置済み】 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

※「措置内容等」欄に、カッコ書きで記載の措置区分について

 【措置済み】は、措置を実施済みのもの、 

 【不措置】は、措置をしないことを決定したもの、 

 【検討中】は、措置方針を検討中のもの、または、措置方針は決定したが未実施のもの、 

を示しており、担当部署からの報告内容を基に、監査委員事務局が追記し、担当部署が確認したものです。 


